
江
戸
期
の
菊
亭
家
当
主
の
日
記
﹃
公
規
公
記
﹄
に
つ
い
て

︱
今
出
川
実
種
に
よ
る
蔵
書
整
理
と
書
写
活
動
︱

田

中

幸

江

一
．

は
じ
め
に

藤
原
北
家
閑
院
流
︑
西
園
寺
実
兼
︵
一
二
四
九
～
一
三
二
二
︶
の
男
兼
季
︵
一
二
八
一
～
一
三
三
九
︶
を
祖
と
す
る
菊
亭
︵
今
出
川
︶

家
は
︑﹁
琵
琶
﹂
を
家
業
と
し
︑
朝
儀
に
お
い
て
は
高
官
を
務
め
る
清
華
家
の
一
つ
で
あ
る
︒
そ
の
蔵
書
は
︑
一
群
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

﹁
菊
亭
文
庫
﹂
と
し
て
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
る
ほ
か
︑
専
修
大
学
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
稿
者
は
現
在
に
至
る

ま
で
︑
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
中
の
︑
江
戸
期
に
記
さ
れ
た
二
種
の
菊
亭
家
蔵
書
目
録
︵﹃︹
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
︺﹄
①
②
︒

こ
の
目
録
に
つ
い
て
は
本
稿
の
中
で
も
触
れ
る
︶
か
ら
そ
の
実
態
を
探
る
と
と
も
に
︑
天
皇
家
の
蔵
書
﹁
禁
裏
文
庫
﹂
と
菊
亭
家
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
考
究
し
て
き
た
︒
ま
た
︑
菊
亭
家
歴
代
当
主
の
職
掌
と
蔵
書
と
の
連
関
と
い
っ
た
︑
書
物
と
人
と
の
有
機
的
繋
が
り
を
探

る
た
め
︑
当
主
の
日
記
の
調
査
も
併
せ
て
行
っ
て
き
た
が
︑
そ
の
過
程
で
︑
専
修
大
学
図
書
館
に
第
十
四
代
当
主
今
出
川
公
規
︵
一
六
三

八
～
九
七
︶
の
日
記
﹃
公
規
公
記
﹄
の
未
確
認
の
伝
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
︒

菊
亭
家
歴
代
当
主
の
日
記
に
つ
い
て
は
︑
調
査
が
十
分
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
︑
史
料
的
価
値
や
評
価
も
定
ま
っ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑

﹁
琵
琶
﹂
を
家
業
と
し
︑
清
華
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
菊
亭
家
歴
代
当
主
の
日
記
は
︑
歴
史
学
研
究
︑
文
化
史
研
究
︑
音
楽
史
研
究
の
分
野

に
お
い
て
十
分
に
価
値
の
あ
る
重
要
な
史
料
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
本
稿
で
は
︑
今
回
専
修
大
学
図
書
館
に
お
い
て
新
た
に
伝
本
を
見

出
し
た
﹃
公
規
公
記
﹄
を
対
象
と
し
︑
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
そ
の
記
事
の
一
部
を
紹
介
し
た
が(

)

︑
十
分
に
論
じ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

1
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た
基
礎
研
究
に
関
す
る
事
項
︵
各
伝
本
の
書
誌
事
項
と
伝
本
の
位
置
付
け
︑
伝
存
状
況
︶
に
つ
い
て
報
告
す
る
︒
ま
た
︑
調
査
に
よ
っ
て

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
︑
後
世
︑﹃
公
規
公
記
﹄
を
書
写
し
た
第
二
十
一
代
当
主
今
出
川
実
種
︵
一
七
五
四
～
一
八
〇
一
︶
に
よ
る
︑
菊

亭
家
の
蔵
書
の
調
査
・
整
理
︑
目
録
作
成
︑
書
写
と
い
っ
た
一
連
の
功
績
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
︒

二
．

今
出
川
公
規
の
事
跡

『公
規
公
記
﹄
の
記
主
今
出
川
公
規
は
︑
寛
永
十
五
年
︵
一
六
三
八
︶︑
徳
大
寺
公
信
︵
一
六
〇
六
～
八
四
︶
の
次
男
と
し
て
誕
生
︑
今

出
川
経
季
︵
一
五
九
四
～
一
六
五
二
︶
の
猶
子
と
な
り
︑
菊
亭
家
第
十
四
代
当
主
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
略
年
譜
を
示
す
と
︑
次
の
よ

う
に
な
る
︒

正
保

二
年
︵
一
六
四
五
︶︻

八

歳
︼
叙
爵

承
応

二
年
︵
一
六
五
三
︶︻
一
六
歳
︼
元
服

三
年
︵
一
六
五
四
︶︻
一
七
歳
︼
左
少
将
を
経
て
左
中
将

万
治

二
年
︵
一
六
五
九
︶︻
二
二
歳
︼
従
三
位

三
年
︵
一
六
六
〇
︶︻
二
三
歳
︼
権
中
納
言

寛
文

三
年
︵
一
六
六
三
︶︻
二
六
歳
︼
正
三
位

四
年
︵
一
六
六
四
︶︻
二
七
歳
︼
権
中
納
言

八
年
︵
一
六
六
八
︶︻
三
一
歳
︼
従
二
位

延
宝

元
年
︵
一
六
七
三
︶︻
三
六
歳
︼
正
二
位

六
年
︵
一
六
七
八
︶︻
四
一
歳
︼
右
大
将
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天
和

二
年
︵
一
六
八
二
︶︻
四
五
歳
︼
左
大
将

三
年
︵
一
六
八
三
︶︻
四
六
歳
︼
内
大
臣

元
禄

五
年
︵
一
六
九
二
︶︻
五
五
歳
︼
右
大
臣
︵
翌
年
辞
す
︶

七
年
︵
一
六
九
四
︶︻
五
七
歳
︼
従
一
位

一
〇
年
︵
一
六
九
七
︶︻
六
十
歳
︼
薨

順
調
に
官
位
を
昇
進
さ
せ
︑
従
一
位
右
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

公
規
に
つ
い
て
は
︑
朝
廷
で
近
習
小
番
を
勤
め
た
ほ
か
︑
霊
元
天
皇
︵
一
六
五
四
～
一
七
三
二
︑
在
位
一
六
六
三
～
八
七
︶
の
年
寄
衆

︵
の
ち
の
﹁
議
奏
﹂︶
の
任
に
あ
り
︑
天
皇
の
側
近
と
し
て
朝
廷
の
運
営
に
携
わ
り
︑
朝
幕
間
の
事
務
手
続
き
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る(

)

︒
さ
ら
に
︑
近
世
前
期
の
﹁
禁
裏
文
庫
﹂︑
中
で
も
楽
器
︑
楽
書
の
管
理
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

2

お
り(

)

︑
朝
廷
に
お
い
て
︑
政
治
︑
文
化
の
両
面
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
意
味
で
も
﹃
公

3

規
公
記
﹄
は
重
要
な
史
料
で
あ
り
︑
今
後
の
内
容
精
査
の
た
め
の
基
礎
研
究
は
十
分
意
義
が
あ
る
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

三
．

『
公
規
公
記
﹄
の
伝
本

『公
規
公
記
﹄
の
伝
本
は
︑
管
見
の
限
り
京
都
大
学
附
属
図
書
館
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︑
専
修
大
学
図
書
館
の
三
箇
所
に
四
種
伝

存
し
て
い
る
︒
以
下
︑
多
少
煩
瑣
に
な
る
が
そ
れ
ぞ
れ
の
書
誌
を
示
す
︒

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵

・
公
規
公
記
︵
菊
・
巻
一
〇
一
︶
＊
以
下
︑﹁
京
大
本
﹂
と
略
称
︒

25 江戸期の菊亭家当主の日記『公規公記』について



写
本
︵
公
規
自
筆
︶︒
未
装
の
巻
子
本
三
軸
︒
本
文
料
紙
は
厚
楮
紙
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
頭
に
﹁
菊
亭
家
蔵
書
﹂
印
︒

な
お
︑﹃
菊
亭
家
寄
託
本
分
類
目
録
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
コ
ピ
ー
版
帳
︒
Ｒ
Ｓ
六
四
〇
〇
︱
八
︶
に
よ
る
と
︑﹁
追
加
目
録

︵
書
籍
部
︶﹂︵﹁
大
正
十
二
年
十
二
月
二
十
日
附
ヲ
以
テ
寄
託
追
加
願
ア
リ
大
正
十
三
年
一
月
九
日
総
長
ノ
聴
許
ア
リ
此
ニ
添
付
ス
﹂
の
付

箋
あ
り
︶
の
部
分
に
︑﹁
一

公
規
卿
記
︿
寛
文
七
年
﹀
三
巻
﹂
と
見
え
︑
大
正
十
二
年
︵
一
九
二
三
︶
に
菊
亭
家
よ
り
同
館
に
寄
託
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
以
下
︑
各
巻
ご
と
に
①
～
③
の
番
号
を
付
し
︑
概
要
を
示
す
︒

①
寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶

縦
三
一
・
五
糎
︒
料
紙
と
し
て
檀
紙
の
反
古
を
使
用
か
︵
裏
に
文
書
あ
り
︶︒

五
月
十
二
日
︑
二
十
七
日
︑
六
月
八
日
～
十
一
日
︑
十
三
日
～
十
六
日
︑
十
八
日
～
二
十
三
日
︑
二
十
五
日
～
二
十
九
日
︑
七
月
一
日

～
四
日
の
記
事
︒

②
寛
文
七
年
︵
一
六
六
七
︶

縦
二
七
・
五
糎
︒

一
月
一
日
︑
三
日
︑
五
日
︑
七
日
の
記
事
︒

③
寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶

縦
二
七
・
八
糎
︒

①
の
続
き
︒
巻
首
欠
︒
七
月
十
日
～
十
六
日
︑
十
九
日
～
二
十
四
日
の
記
事
︒

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

・
公
規
卿
記
︵
特
殊
蒐
書
・
徳
大
寺
家
本
︱
四
一
︱
一
七
︱
〇
一
～
一
三
︶
＊
以
下
︑﹁
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶﹂
と
略
称
︒
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写
本
︒
一
四
冊
︒
料
紙
︑
大
き
さ
︑
一
葉
行
数
︑
一
行
字
数
は
不
同
︒
書
跡
も
同
一
で
な
い
︒
公
規
自
筆
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
ほ

か
︑
今
出
川
実
種
の
書
写
本
も
あ
る
が
︑
あ
る
い
は
別
人
の
日
記
が
誤
入
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
︒
以
下
︑
各
冊
ご
と
に
①
～
⑭
の
番

号
を
付
し
︑
概
要
を
示
す
︒

①
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
一
︶︒
外
題
﹁
日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︑﹁
萬
治
二
年

同
三
年
︿
従
正
月
／
到
十
二
月
﹀﹂︵
右
直
書
︶
︑﹁
公
規
廿
三

歳
﹂︵
左
下
直
書
︶︒
包
背
装
︒
斐
紙
表
紙
︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
〇
・
〇
糎
︑
横
一
三
・
七
糎
︒
二
五
丁
︒
一
葉
行
数
一
二
︒
一

行
字
数
一
八
～
二
五
︵
お
お
よ
そ
を
示
し
た
︒
以
下
同
じ
︶︒
喉
に
﹁
三
﹂
～
﹁
廿
四
﹂
の
丁
付
あ
り
︒

万
治
二
年
︵
一
六
五
九
︶
十
二
月
二
十
三
日
︑
同
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
一
月
一
日
～
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事
︒

右
の
う
ち
︑
万
治
三
年
一
月
十
六
日
続
き
～
十
一
月
十
日
途
中
の
部
分
は
︑
前
後
と
料
紙
︑
書
写
者
が
異
な
る
︵
前
後
は
同
筆
︶︒
こ

の
部
分
の
書
写
者
は
今
出
川
実
種
と
考
え
ら
れ
る
︵
一
行
字
数
二
六
～
二
九
︶︒

②
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
二
︱
一
︶︒
外
題
﹁
寛
文
二
暦
正
月
朔
日

日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︑﹁
権
中
納
言
藤
原
公
規
︿
廿
五
／
才
﹀﹂︵
左
下

直
書
︶︒
包
背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
一
・
〇
糎
︑
横
一
五
・
〇
糎
︒
二
八
丁
︒
一
葉
行
数
八
︒
一
行

字
数
一
九
～
二
一
︒
公
規
自
筆
か
︒

寛
文
二
年
︵
一
六
六
二
︶
一
月
一
日
～
四
月
二
十
日
︑
五
月
一
日
︑
六
月
十
八
日
︑
七
月
三
日
︑
十
月
十
九
日
︑
二
十
四
日
︑
二
十
五

日
の
記
事
︒

③
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
二
︱
二
︶︒
外
題
﹁
寛
文
三
年
／
〔
マ
マ

公
規
卿
記
︺﹂︵
中
央
直
書
︶︒
仮
綴
︒
後
補
表
紙
︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二

一
・
五
糎
︑
横
一
五
・
〇
糎
︒
八
一
丁
︒
一
葉
行
数
八
︒
一
行
字
数
一
七
～
二
三
︒
公
規
自
筆
か
︒

寛
文
三
年
︵
一
六
六
三
︶
一
月
十
日
途
中
～
八
月
十
三
日
の
記
事
︒

④
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
三
︶︒
外
題
﹁
日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︑﹁
寛
文
四
︿
甲
／
辰
﹀
年
︿
従
正
月
／
到
十
二
月
﹀﹂︵
右
直
書
︶︑﹁
権
中
納
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言
藤
原
公
規
︵
傍
書
﹁
二
十
七
才
﹂︶﹂︵
左
下
直
書
︶︒
包
背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
斐
交
漉
紙
︒
縦
二
〇
・
〇

糎
︑
横
一
四
・
〇
糎
︒
三
七
丁
︒
一
葉
行
数
一
二
︒
一
行
字
数
二
四
～
二
八
︒
実
種
筆
と
考
え
ら
れ
る
︒

寛
文
四
年
︵
一
六
六
四
︶
一
月
一
日
～
十
一
月
二
十
三
日
の
記
事
︒

⑤
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
四
︶︒
外
題
﹁
慶
安
元
﹂︵
左
直
書
︶︒
仮
綴
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
〇
・
五
糎
︑
横

一
四
・
一
糎
︒
二
六
丁
︒
一
葉
行
数
七
︒
一
行
字
数
一
八
～
二
〇
︒
書
写
者
未
詳
︒
外
題
に
﹁
慶
安
元
﹂︵
一
六
四
八
年
︶
と
あ
る
の

は
︑
五
月
二
十
七
日
条
に
﹁
慶
安
元
年
六
月
廿
三
日
﹂
の
記
録
が
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
の
誤
認
と
考
え
ら
れ
る
︒
京
大
本
①
③
の
書

写
本
︒

寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶
五
月
十
二
日
︑
二
十
七
日
︑
六
月
八
日
～
十
一
日
︑
十
三
日
～
十
六
日
︑
十
八
日
～
二
十
三
日
︑
二
十
五
日

～
二
十
九
日
︑
七
月
一
日
～
六
日
︑
七
月
十
日
～
十
六
日
︑
十
九
日
～
二
十
四
日
の
記
事
︒

⑥
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
五
︶︒
外
題
﹁
日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︑﹁
寛
文
五
︿
乙
／
巳
﹀
年
︿
従
五
月
／
到
十
二
月
﹀﹂︵
右
直
書
︶︑﹁
公
規
﹂

︵
左
下
直
書
︶︒
包
背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
〇
・
〇
糎
︑
横
一
三
・
九
糎
︒
一
九
丁
︒
一
葉
行
数
一

二
︒
一
行
字
数
二
三
～
二
七
︒
実
種
筆
と
考
え
ら
れ
る
︒

寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶
五
月
二
十
七
日
︑
二
十
八
日
︑
六
月
八
日
︑
十
日
︑
二
十
三
日
︑
二
十
九
日
︑
七
月
一
日
～
十
二
月
二
十
九

日
の
記
事
︒
⑤
と
重
な
る
月
日
の
記
事
が
あ
る
が
︑
別
内
容
︒
⑤
は
京
大
本
①
③
の
写
し
で
あ
る
が
︑
こ
の
⑥
は
写
し
で
は
な
い
︒
記

さ
れ
て
い
る
暦
日
の
干
支
は
﹁
寛
文
五
年
﹂
に
間
違
い
な
い
の
で
︑
別
人
の
日
記
が
誤
入
し
た
可
能
性
も
あ
る
︒

⑦
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
六
︶︒
外
題
﹁
日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︑﹁
寛
文
六
︿
丙
／
午
﹀
年
︿
従
正
月
／
到
四
月
﹀﹂
︵
右
直
書
︶︑﹁
公
規
﹂

︵
左
下
直
書
︶︒
包
背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
斐
交
漉
紙
︒
縦
二
〇
・
二
糎
︑
横
一
三
・
九
糎
︒
三
四
丁
︒
一
葉

行
数
一
二
︒
一
行
字
数
二
三
～
二
八
︒
実
種
筆
と
考
え
ら
れ
る
︒
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寛
文
六
年
︵
一
六
六
六
︶
一
月
一
日
～
四
月
三
十
日
の
記
事
︒

⑧
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
七
︶︒
外
題
﹁
日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︑﹁
寛
文
六
︿
丙
／
午
﹀
年
︿
従
五
月
／
到
十
二
月
﹀﹂︵
右
直
書
︶︑﹁
公
規
﹂

︵
左
下
直
書
︶︒
包
背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
〇
・
〇
糎
︑
横
一
三
・
八
糎
︒
三
二
丁
︒
一
葉
行
数
一

二
︒
一
行
字
数
二
四
～
二
七
︒
実
種
筆
と
考
え
ら
れ
る
︒

寛
文
六
年
︵
一
六
六
六
︶
五
月
一
日
～
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事
︒

⑨
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
八
︶︒
外
題
﹁
日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︑﹁
寛
文
七
︿
丁
／
未
﹀
年
︿
正
月
﹀﹂︵
右
直
書
︶︑﹁
公
規
﹂︵
左
下
直
書
︶︒

包
背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
〇
・
二
糎
︑
横
一
三
・
九
糎
︒
六
丁
︒
一
葉
行
数
一
二
︒
一
行
字
数
二

三
～
二
四
︒
実
種
筆
と
考
え
ら
れ
る
︒

寛
文
七
年
︵
一
六
六
七
︶
一
月
一
日
︑
三
日
︑
五
日
︑
七
日
︑
八
日
︑
十
一
日
︑
十
三
日
の
記
事
︒

⑩
︵
四
一
︱
一
七
︱
〇
九
︶︒
外
題
﹁
寛
文
十
一
︿
辛
／
亥
﹀
年
日
記
﹂︵
中
央
直
書
︶︒
包
背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶
︒
本
文
料
紙
は

楮
紙
︒
縦
二
〇
・
〇
糎
︑
横
一
三
・
八
糎
︒
五
八
丁
︒
一
葉
行
数
一
二
︒
一
行
字
数
二
〇
～
三
二
︒
書
写
者
未
詳
︵
あ
る
い
は
公
規
自

筆
か
︶︒

寛
文
十
一
年
︵
一
六
七
一
︶
一
月
一
日
～
十
二
月
三
十
日
の
記
事
︒

⑪
︵
四
一
︱
一
七
︱
一
〇
︶︒
外
題
﹁
寛
文
十
一
年
﹂︵
左
直
書
︶︒
仮
綴
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
二
・
〇

糎
︑
横
一
六
・
〇
糎
︒
一
三
丁
︒
一
葉
行
数
六
～
八
︒
一
行
字
数
一
五
～
一
九
︒
書
写
者
未
詳
︒

寛
文
十
一
年
︵
一
六
七
一
︶
一
月
一
日
～
四
日
︑
六
日
～
九
日
︑
十
二
日
～
十
四
日
︑
十
六
日
︑
十
八
日
︑
十
九
日
︑
二
十
二
日
︑
二

十
六
日
～
二
十
八
日
︑
二
月
一
日
︑
二
日
︑
五
日
の
記
事
︒
⑩
と
重
な
る
月
日
の
記
事
が
あ
る
が
︑
別
内
容
︒
別
人
の
日
記
の
誤
入

か
︒
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⑫
︵
四
一
︱
一
七
︱
一
一
︶︒
外
題
﹁
寛
文
十
三
年
日
次
︿
五
月
／
九
月
﹀﹂﹁
改
寛
文
︵
傍
書
﹁
十
三
﹂︶
為
延
宝
元
﹂︵
中
央
直
書
︶︒
包

背
装
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
〇
・
八
糎
︑
横
一
四
・
一
糎
︒
二
八
丁
︒
一
葉
行
数
一
二
︒
一
行
字
数
一

八
～
二
〇
︒
書
写
者
未
詳
︵
あ
る
い
は
公
規
自
筆
か
︶︒

寛
文
十
三
年
︵
一
六
七
三
︶
五
月
十
一
日
︑
十
三
日
～
二
十
九
日
︑
六
月
一
日
～
十
二
月
二
十
八
日
の
記
事
︒

⑬
︵
四
一
︱
一
七
︱
一
二
︶︒
外
題
﹁
延
寶
三
年
日
次
／
是
非
役
時
﹂︵
中
央
直
書
︶︒
仮
綴
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
斐

交
漉
紙
︒
縦
二
〇
・
八
糎
︑
横
一
四
・
〇
糎
︒
一
〇
丁
︒
一
葉
行
数
八
︒
一
行
字
数
一
九
～
二
三
︒
書
写
者
未
詳
︵
あ
る
い
は
公
規
自

筆
か
︶︒

延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
一
月
一
日
～
二
月
二
十
一
日
の
記
事
︒

⑭
︵
四
一
︱
一
七
︱
一
三
︶︒
外
題
﹁
延
寶
三
︿
乙
／
卯
﹀
暦
日
次
︿
自
三
月
二
日
／
至

月

日
﹀﹂︵
中
央
直
書
︶︒
途
中
扉
に
﹁
官
位

︿
并
﹀
勅
答
／
延
宝
七
年

日
次
﹂
と
あ
る
︒
仮
綴
︒
共
表
紙
︵
本
文
料
紙
︶︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
八
・
〇
糎
︑
横
一
九
・
〇

糎
︒
九
丁
︒
一
葉
行
数
一
〇
︒
一
行
字
数
一
八
～
二
四
︒
書
写
者
未
詳
︵
延
宝
三
年
の
部
分
は
︑
あ
る
い
は
公
規
自
筆
か
︶︒
錯
簡
あ

り
︒

暦
日
の
干
支
か
ら
錯
簡
を
正
す
と
︑
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
三
月
二
日
～
十
六
日
の
記
事
︵
＊
第
三
丁
以
降
︑
正
し
く
は
第
七
丁
︑

八
丁
︑
五
丁
︑
四
丁
︑
六
丁
︑
九
丁
の
順
に
な
る
︒
次
掲
の
東
大
史
本
﹃
公
規
公
記
﹄
⑥
は
︑
こ
の
書
写
本
か
︶︒
一
月
一
日
条
は

﹁
延
宝
七
年
﹂
の
記
事
か
︵
こ
の
部
分
の
み
別
筆
︶︒

・
公
規
公
記
︵
二
〇
七
三
︱
一
一
五
︶
＊
以
下
︑﹁
東
大
史
本
︵
謄
写
本
︶﹂
と
略
称
︒

明
治
期
の
謄
写
本
︵
菊
亭
公
長
蔵
本
写
︶︒
六
冊
︒
袋
綴
︒
梅
染
色
表
紙
︒
本
文
料
紙
は
楮
紙
︒
縦
二
六
・
八
糎
︑
横
一
九
・
三
糎
︒
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一
葉
行
数
一
〇
︒
一
行
字
数
一
九
︒
外
題
は
双
廓
書
題
簽
︵
左
貼
︶︒
第
六
冊
末
尾
﹁
右
公
規
公
記
／
侯
爵
菊
亭
公
長
氏
蔵
本
明
治
四
十

二
年
七
月
謄
写
﹂︒
以
下
︑
各
冊
ご
と
に
①
～
⑥
の
番
号
を
付
し
︑
概
要
を
示
す
︒

①
外
題
︵
題
簽
︶﹁
公
規
公
記

一
﹂︑
表
紙
右
直
書
﹁
萬
治
二
年
︿
十
二
﹀
／
同

三
年
／
寛
文
二
年
︿
春
夏
七
十
﹀﹂
︒
六
四
丁
︒
万
治

二
年
︵
一
六
五
九
︶
十
二
月
二
十
三
日
︑
同
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
一
月
一
日
～
十
二
月
三
十
日
︑
寛
文
二
年
︵
一
六
六
二
︶
一
月
一
日

～
四
月
二
十
日
︑
五
月
一
日
︑
六
月
十
八
日
︑
七
月
三
日
︑
十
月
十
九
日
︑
二
十
四
日
︑
二
十
五
日
の
記
事
︒

②
外
題
︵
題
簽
︶﹁
公
規
公
記

二
﹂︑
表
紙
右
直
書
﹁
寛
文
四
年
︿
春
夏
秋
十
十
一
﹀﹂︒
五
九
丁
︒

寛
文
四
年
︵
一
六
六
四
︶
一
月
一
日
～
十
一
月
二
十
三
日
の
記
事
︒

③
外
題
︵
題
簽
︶﹁
公
規
公
記

三
﹂︑
表
紙
右
直
書
﹁
寛
文
五
年
︿
五
六
秋
冬
﹀﹂︒
五
三
丁
︒

寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶
五
月
二
十
七
日
～
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事
︒﹁
慶
安
元
年
﹂
と
し
て
︑
五
月
十
二
日
︑
二
十
七
日
︑
六
月

八
日
～
十
一
日
︑
十
三
日
～
十
六
日
︑
十
八
日
～
二
十
三
日
︑
二
十
五
日
～
二
十
九
日
︑
七
月
一
日
～
四
日
︑
七
月
十
日
～
十
六
日
︑

十
九
日
～
二
十
四
日
の
記
事
︵
＊
正
し
く
は
す
べ
て
﹁
寛
文
五
年
﹂︶︒

④
外
題
︵
題
簽
︶﹁
公
規
公
記

四
﹂︑
表
紙
右
直
書
﹁
寛
文
六
年
﹂︒
九
七
丁
︒

寛
文
六
年
︵
一
六
六
六
︶
一
月
一
日
～
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事
︒

⑤
外
題
︵
題
簽
︶﹁
公
規
公
記

五
﹂︑
表
紙
右
直
書
﹁
寛
文
七
年
︿
正
﹀
／
同
十
一
年
﹂︒
一
〇
二
丁
︒

寛
文
七
年
︵
一
六
六
七
︶
一
月
一
日
～
十
三
日
︑
同
十
一
年
一
月
一
日
～
十
二
月
三
十
日
︒

⑥
外
題
︵
題
簽
︶﹁
公
規
公
記

六
﹂︒
表
紙
右
直
書
﹁
寛
文
十
三
年
︿
五
六
秋
冬
﹀
／
延
寶
三
年
︿
春
﹀
／
同

七
年
︿
三
﹀
﹂︒
九
九

丁
︒

寛
文
十
三
年
︵
一
六
七
三
︶︵
五
月
︶
十
一
日
～
十
二
月
二
十
八
日
︑
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
一
月
一
日
～
二
月
二
十
九
日
︑
三
月
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一
日
︑
十
二
日
の
記
事
︑﹁
延
寶
︿
乙
卯
﹀
暦
日
次
︿
自
三
月
二
日
／
至

月

日
﹀
﹂
と
し
て
三
月
二
日
～
十
六
日
の
記
事
︵
＊
前
掲

の
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
⑭
と
同
様
の
錯
簡
あ
り
︶︒

専
修
大
学
図
書
館
蔵

＊
以
下
︑﹁
専
大
本
﹂
と
略
称
︒

・
︹
萬
治
四
年
寛
文
二
年
等
日
次
記
録
︺︵
菊
亭
文
庫
一
〇
八
八
︒
第
七
函
一
四
二
︶

写
本
︒
近
世
中
期
写
︵
今
出
川
実
種
筆
と
考
え
ら
れ
る
︶︒
未
装
の
冊
子
︵
袋
綴
用
に
料
紙
が
中
央
で
半
分
に
折
ら
れ
て
い
る
が
︑
糸

綴
じ
は
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
綴
じ
ら
れ
た
痕
跡
も
な
い
︶︑
四
冊
分
︵
現
状
は
四
つ
の
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
い
る
︒
後
掲
表
�

参
照
︶︒
縦
二

〇
・
七
糎
︑
横
一
四
・
一
糎
︵
一
紙
は
横
二
八
・
三
糎
︶︒
一
葉
行
数
一
二
︒
一
行
字
数
二
三
～
二
八
︒
本
文
料
紙
は
楮
斐
交
漉
紙
︒
喉

の
部
分
に
丁
付
あ
り
︒
錯
簡
あ
り
︵
丁
付
を
も
と
に
錯
簡
を
正
す
と
︑
二
つ
︵
二
冊
分
︶
の
ま
と
ま
り
に
な
る
︒
後
掲
表
�

参
照
︶︒
以

下
︑
錯
簡
を
そ
の
ま
ま
に
︑
各
ま
と
ま
り
に
①
～
④
の
番
号
を
付
し
︑
概
要
を
示
す
︵
詳
細
は
表

参
照
︶︒

1

①
一
九
紙
︒
丁
付
﹁
廿
六
﹂
～
﹁
四
十
四
﹂︒

②
二
五
紙
︒
丁
付
﹁
一
﹂
～
﹁
廿
五
﹂︒

③
一
七
紙
︒
丁
付
﹁
廿
三
﹂
～
﹁
卅
九
﹂︒

④
四
紙
︒
丁
付
﹁
〇
二
﹂
～
﹁
〇
五
﹂︵﹁
〇
四
﹂
欠
︶︑﹁
七
ノ
三
﹂︒

ま
た
︑
京
大
本
︑
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
・
謄
写
本
︶︑
専
大
本
︵
錯
簡
を
正
し
た
も
の
︶
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
存
状
況
を
示
す
と
︑
表

の
よ
う
に
な
る
︵
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
の
⑤
と
⑥
︑
⑩
と
⑪
は
重
複
す
る
年
月
日
が
あ
る
が
︑
記
載
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
︒

2別
人
の
日
記
の
誤
入
の
可
能
性
も
あ
り
︑
今
後
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る(

)

︶︒

4

表

で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
専
大
本
と
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
に
︑
今
出
川
実
種
の
手
に
な
る
書
写
本
が
見
出
せ
る
こ
と
で
あ
る

2
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33 江戸期の菊亭家当主の日記『公規公記』について

寛文 2年

③ 122

② 213

表 1 専大本『公規公記』（現況)

万治 4年① 24

万治 4年① 13

内 容冊順序順序

(万治 4年？）① 910

40

38〜39(01）

(万治 4年？）① 1011

38

37

寛文 2年② 112

26〜37

丁 付

(寛文 3年）

3〜7

万治 4年① 67

1〜3

43〜45

(万治 4年？）① 78

43

43(万治 4年？）① 89

42〜43

41

〜%月30日途中

&月 1日 〜17日途中

(寛文 3年）① 328 〜'月25日途中〜26日 〜30日

%月 1日 〜'日途中

(寛文 3年）① 429

(月 1日 〜29日

34

(万治 4年）① 56

〜%月10日途中〜11日 〜29日

(万治 3年）② 111

24〜2512月 1 日 〜30日(万治 3年）② 122

23〜25

%月 1日 〜30日

(月 1日 〜29日

)月14日・15日（補記）

10月24日

*月19日

〜+月10日途中〜)月12日〜30日

〜%月30日途中〜+月 1日〜10日途中

10月19日・24日・25日(寛文 2年）② 819

12〜20(月 1日 〜30日寛文 3年② 920

20〜22%月 1日 〜10日途中寛文 3年② 1021

23〜24(〜11月10日途中)〜11日 〜29日

10*月 1日(寛文 2年）② 516

11,月18日(寛文 2年）② 617

11'月 3日(寛文 2年）② 718

11

④ 4

25〜27+月 1日 〜30日(寛文 3年）③ 223

7〜9+月 1日 〜29日寛文 2年② 314

9〜10)月 1日 〜20日寛文 2年② 415

(寛文 3年）④ 231

(04）(寛文 3年？）欠？32

(05）？月 2日 〜16日(寛文 3年）④ 333

(7ノ 3）？月 2日 〜,日？

'月 1日 〜25日途中(寛文 3年）③ 627

38〜39〜%月 7日途中〜&日 〜30日途中(万治 4年）③ 75

(02）〜&月17日途中〜18日 〜29日(寛文 3年）④ 130

(02)〜(03）-月 1日 〜21日

27〜30)月 1日 〜29日(寛文 3年）③ 324

30〜32*月 1日 〜29日(寛文 3年）③ 425

32〜35,月 1日 〜29日(寛文 3年）③ 526

35〜37
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東大史本（謄写本)

6
(17〜19)

東大史本（徳大寺家本)

伝存状況一覧

10
(19)

(月(日 〜)月20日

寛文%年①

3

【公規自筆か】
&

(19〜21)

(月(日 〜)月20日

【未詳】
12

(18〜25)
12月23日

一葉行数
(一行字数)

内 容冊順序備 考【書写】
一葉行数
(一行字数)

内 容

'月10日 〜25日

(月(日 〜12月30日万治+年2

(月(日 〜16日途中

10
(19)

12月23日万治%年

①

1

'月(日 〜,日
14

'月(日 〜,日

'月10日 〜25日(寛文*年）③

12
表紙「慶安元」（謄写
本には扉に「慶安元」）
【未詳】

'
(18〜20)

*月12日・27日

,月&〜11日･13〜16日･18〜29日13,月&〜11日･13〜16日･18〜29日

10
(19)(月(日 〜11月23日寛文)年②8【実種筆】12

(24〜28)(月(日 〜11月23日

10
(19)

*月12日・27日

12
(26〜29)

〜(月16日途中 〜11月10日途中

丁付23〜24【未詳】
12

(23〜25)
〜11月10日途中 〜12月29日

10
(19)

（*月）11日 〜12月28日寛文13年

⑥

20【未詳(公規自筆か）】&
(18〜20)（*月）11日 〜12月28日

丁付+〜22【実種筆】

(月(日 〜12月30日
寛文11年

18【未詳(公規自筆か）】12
(20〜32)(月(日 〜12月30日

(月(日 〜%月*日19【未詳】,〜&
(15〜19)(月(日 〜%月*日

⑤

17【実種筆】12
(23〜24)

(月(日・+日・*日・'日

(月&日・11日・13日(月&日・11日・13日

【実種筆】12
(23〜28)(月(日 〜)月30日

*月(日 〜12月29日16【実種筆】12
(24〜27)*月(日 〜12月29日

10
(19)

(月(日・+日・*日・'日
寛文'年

,月&日・10日・23日・29日

'月(日 〜12月29日11'月(日 〜12月29日

10
(19)

(月(日 〜)月30日
寛文,年④

15

*月27日・28日9

【実種筆】12
(23〜27)

*月27日・28日

,月&日・10日・23日・29日10

【公規自筆か】&
(17〜23)（(月10日途中）〜&月13日

22
錯簡あるか
【未詳(公規自筆か）】

10
(22〜24)+月%日 〜16日

(月(日延宝'年23【未詳】(月(日

6'月+日

10月19日・24日・25日710月19日・24日・25日

(月(日 〜+月12日
延宝+年

21【未詳(公規自筆か）】&
(19〜23)(月(日 〜%月21日

+月%日 〜16日

*月(日

,月18日5,月18日

'月+日

*月(日4



35 江戸期の菊亭家当主の日記『公規公記』について

16

17

丁付（備考）【書写】

10月24日

番号

②213

表 2 『公規公記』

内 容冊順序順序

②11【実種筆】

②11【実種筆】

②11【実種筆】

②10【実種筆】

②-〜10【実種筆】

②'〜-【実種筆】

②+〜'【実種筆】

②(〜+【実種筆】

①43〜45【実種筆】

①43【実種筆】

①42〜43【実種筆】

①41【実種筆】

①26〜37【実種筆】

②24〜25【実種筆】

②23〜24【実種筆】4

①89

3

12
(23〜28)

2

①1011

寛文%年

②112

一葉行数
(一行字数)

1

(延宝+年）
⑭

25

④(04)【実種筆】

④(02)〜(03)【実種筆】

④(02)【実種筆】

①38〜39（01) 【実種筆】

①38【実種筆】

③35〜37【実種筆】

③32〜35【実種筆】

③31〜32【実種筆】

③27〜30【実種筆】

③25〜27【実種筆】

③23〜25【実種筆】

②20〜22【実種筆】

②12〜20【実種筆】

万治)年
①13

12
(23〜28)

万治)年①67

8

7

(万治)年？)

①78

6

5

(寛文13年）⑫23

(延宝+年）⑬24

12月(日 〜30日

(〜11月10日途中)〜11日 〜29日
(万治+年)

②111

9

②122

(寛文11年）⑪22

(寛文+年)

③122

11

(延宝'年)

10

26

%月(日 〜30日

(月(日 〜29日

)月14日・15日（補記）

*月19日

〜+月10日途中〜)月12日 〜30日

〜%月30日途中〜+月(日 〜10日途中

(月(日 〜29日

①40【実種筆】〜%月30日途中①56

(寛文11年)⑩21

10月19日・24日・25日

15

②819

14

(月(日 〜30日
寛文+年

②920

13

%月(日 〜10日途中

12

②1021

〜%月10日途中〜11日 〜29日

①24

③38〜39【実種筆】〜%月'日途中〜&日 〜30日途中
(万治)年)

③75

21

*月(日

(寛文%年)

②516

20 ,月18日

19

②617

18

'月+日

17

②718

16

①37【実種筆】%月(日 〜'日途中

①43【実種筆】

専大本（錯簡を正したもの)

28

27

+月(日 〜30日26 ③223

25

+月(日 〜29日

24

②314

23

)月(日 〜20日

22

②415

35

④130

34 -月(日 〜21日

33

④231

32

(寛文+年？)④欠？32

31

30

29

寛文*年⑥

15

'月(日 〜25日途中

41

③627

40

〜'月25日途中〜26日 〜30日

39

①328

38

&月(日 〜17日途中

37

①429

36

〜&月17日途中〜18日 〜29日

'月(日 〜)日①33

【公規自筆】〜'月10日 〜25日(寛文*年）③4

48

)月(日 〜29日

47

③324

46

*月(日 〜29日

45

③425

44

,月(日 〜29日

43

③526

42

13,月&〜11日・13〜16日・18〜29日①22

14

54

53

52

(寛文%年）

51

50

49

万治+年

万治%年

10

京大本

(寛文*年）⑤

12

【公規自筆】

*月12日・27日

(寛文*年）

①11

(寛文+年）

55

④(7 ﾉ 3)【実種筆】12
(23〜28)？月%日 〜,日？④434

寛文)年④11

4

3

2

1

順序

①9

(寛文'年）②5

④(05)【実種筆】？月%日 〜16日(寛文+年)④333

10

9

8

7

6

5

⑧19

寛文'年⑨20
【公規自筆】(月(日・+日・*日・'日

①

冊

寛文,年⑦18

寛文,年

③

②



︵
表

網
掛
け
部
分
︒
専
大
本
︑
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
①
︵
一
部
︶・
④
・
⑥
・
⑦
・
⑧
・
⑨
︒
実
種
の
筆
跡
は
非
常
に
個
性
的
で

2

あ
る
の
で
判
別
し
や
す
い
が
︑
癖
が
あ
り
難
読
で
あ
る
︶︒
さ
ら
に
︑
専
大
本
と
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
の
書
物
の
大
き
さ
︑
一
葉

行
数
︑
一
行
字
数
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

専
大
本
①
～
④

縦
二
〇
・
七
糎
、
横
一
四
・
一
糎
。

一
葉
行
数

一
二
、
一
行
字
数
二
三
～
二
八
。
実
種
筆
。

東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶

①
縦
二
〇
・
〇
糎
、
横
一
三
・
七
糎
。
二
五
丁
。
一
葉
行
数

一
二
︑
一
行
字
数
一
八
～
二
五
︒
実
種
筆
を
含
む
か
︵
一
行
字
数
二
六
～

二
九
︶︒

②
縦
二
一
・
〇
糎
︑
横
一
五
・
〇
糎
︒
二
八
丁
︒
一
葉
行
数

八
︑
一
行
字
数
一
九
～
二
一
︒
公
規
自
筆
か
︒

③
縦
二
一
・
五
糎
︑
横
一
五
・
〇
糎
︒
八
一
丁
︒
一
葉
行
数

八
︑
一
行
字
数
一
七
～
二
三
︒
公
規
自
筆
か
︒

④
縦
二
〇
・
〇
糎
、
横
一
四
・
〇
糎
。
三
七
丁
。
一
葉
行
数

一
二
、
一
行
字
数
二
四
～
二
八
。
実
種
筆
か
︒

⑤
縦
二
〇
・
五
糎
︑
横
一
四
・
一
糎
︒
二
六
丁
︒
一
葉
行
数

七
︑
一
行
字
数
一
八
～
二
〇
︒
書
写
者
未
詳
︒

⑥
縦
二
〇
・
〇
糎
、
横
一
三
・
九
糎
。
一
九
丁
。
一
葉
行
数

一
二
、
一
行
字
数
二
三
～
二
七
。
実
種
筆
か
︒

⑦
縦
二
〇
・
二
糎
、
横
一
三
・
九
糎
。
三
四
丁
。
一
葉
行
数

一
二
、
一
行
字
数
二
三
～
二
八
。
実
種
筆
か
︒

⑧
縦
二
〇
・
〇
糎
、
横
一
三
・
八
糎
。
三
二
丁
。
一
葉
行
数

一
二
、
一
行
字
数
二
四
～
二
七
。
実
種
筆
か
︒

⑨
縦
二
〇
・
二
糎
、
横
一
三
・
九
糎
。

六
丁
。
一
葉
行
数

一
二
、
一
行
字
数
二
三
～
二
四
。
実
種
筆
か
︒
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⑩
縦
二
〇
・
〇
糎
︑
横
一
三
・
八
糎
︒
五
八
丁
︒
一
葉
行
数

一
二
︑
一
行
字
数
二
〇
～
三
二
︒
書
写
者
未
詳
︵
公
規
自
筆
か
︶︒

⑪
縦
二
二
・
〇
糎
︑
横
一
六
・
〇
糎
︒
一
三
丁
︒
一
葉
行
数
六
～
八
︑
一
行
字
数
一
五
～
一
九
︒
書
写
者
未
詳
︒

⑫
縦
二
〇
・
八
糎
︑
横
一
四
・
一
糎
︒
二
八
丁
︒
一
葉
行
数

八
︑
一
行
字
数
一
八
～
二
〇
︒
書
写
者
未
詳
︵
公
規
自
筆
か
︶︒

⑬
縦
二
〇
・
八
糎
︑
横
一
四
・
〇
糎
︒
一
〇
丁
︒
一
葉
行
数

八
︑
一
行
字
数
一
九
～
二
三
︒
書
写
者
未
詳
︵
公
規
自
筆
か
︶︒

⑭
縦
二
八
・
〇
糎
︑
横
一
九
・
〇
糎
︒
二
五
丁
︒
一
葉
行
数

一
〇
︑
一
行
字
数
一
八
～
二
四
︒
書
写
者
未
詳
︵
公
規
自
筆
も
含
む
か
︶
︒

太
字
で
記
し
た
﹁
実
種
筆
﹂
の
も
の
は
︑
書
物
の
大
き
さ
︑
一
葉
行
数
︑
一
行
字
数
も
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
加
え
て
︑

東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
①
は
︑
綴
じ
の
ほ
つ
れ
の
部
分
か
ら
専
大
本
と
同
様
の
丁
付
け
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
ツ
レ
で
あ
る
こ

と
の
証
左
と
な
る
︵
こ
の
丁
付
も
︑
筆
跡
か
ら
実
種
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︶︒
実
種
の
書
写
本
に
よ
り
﹃
公
規
公
記
﹄
は
伝
存
し

た
部
分
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
︑
そ
の
功
績
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
︒

四
︑
今
出
川
実
種
に
よ
る
歴
代
当
主
の
日
記
の
調
査

専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
の
中
に
︑﹃︹
書
簡
目
録
︺﹄︵
整
理
番
号
一
一
一
六
︒
第
八
函
第
八
六
号
︒
写
本
︒
仮
綴
の
横
本
︒

全
七
丁
︒
外
題
な
し
︶
と
い
う
史
料
が
あ
る
︒
前
半
部
分
に
は
︑
菊
亭
家
歴
代
当
主
七
名
︵
第
十
一
代
晴
季
︑
第
十
四
代
公
規
︑
第
十
五

代
伊
季
︑
第
十
七
代
公
詮
︑
第
十
九
代
誠
季
︑
第
二
十
代
公
言
︑
第
二
十
一
代
実
種
︶
の
名
が
挙
げ
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
在
世
当
時
の
年

号
と
﹁
一
巻
﹂﹁
一
冊
﹂
な
ど
と
い
う
書
物
の
員
数
が
記
さ
れ
て
い
る
︵﹃︹
書
簡
目
録
︺﹄
と
い
う
名
称
は
本
来
相
応
し
く
な
い
が
︑
混
乱

を
避
け
る
た
め
こ
の
ま
ま
用
い
る
︶︒
表
紙
か
ら
第
二
丁
の
表
ま
で
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
︒
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﹂
表
紙

晴
季
公

天
正
十
八
年
五
月
関
東
下
向
記

文
禄
五
年
到
五
月
越
後
国
記
配
流
中

五
月
廿
日
赦
免

廿
二
日
帰
洛

﹂
表
紙
見
返

公
規
公
御
記

年
号
不
知
五
六
七
月

一
巻

寛
文
六
年
四
季

一
巻

同
五
年
五
月
よ
り
十
二
月

一
巻

同
三
年
八
月
已
後

一
冊

同
七
年
正
月
七
日
迄

一
巻

万
治
二
年
十
二
月

.//0
同
三
年
四
季

一
冊

寛
文
二
年
到
五
月

一
冊

万
治
四
年
四
季

一
冊

寛
文
四
年
四
季
十
二
月
欠

一
ノ
︵
冊
︶

﹂
一
オ

寛
文
三
年
到
八
月

一
冊

同
十
一
年
四
季

一
冊
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﹂
一
ウ

御
日
次

元
禄
十
五
年

延
宝
二
年

寛
文
十
三
年

﹂
二
オ

例
え
ば
︑﹁
公
規
公
御
記
﹂︵﹃
公
規
公
記
﹄︶
の
う
ち
﹁
同
︵
寛
文
︶
七
年
︿
正
月
七
日
迄
﹀
一
巻
﹂
と
あ
る
の
は
︑
寛
文
七
年
︵
一
六

六
七
︶
一
月
一
日
︑
三
日
︑
五
日
︑
七
日
の
記
事
を
有
す
る
京
大
本
﹃
公
規
公
記
﹄︵
菊
・
巻
一
〇
一
︶
の
②
︑
一
巻
を
指
す
と
考
え
ら

れ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
記
録
は
︑
菊
亭
家
に
伝
存
す
る
歴
代
当
主
の
日
記
の
年
次
を
記
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
︒

こ
の
史
料
に
は
奥
書
が
な
く
︑
記
録
さ
れ
た
年
次
は
未
詳
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
当
主
の
名
を
﹁
晴
季
公
﹂﹁
公
規
公
﹂
な
ど
と
立
項
す

る
中
で
︑
唯
一
敬
称
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
が
最
後
の
﹁
実
種
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
そ
の
筆
跡
か
ら
︑
今
出
川
実
種
︵
一
七
五
四
～
一

八
〇
一
︶
の
筆
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
実
種
﹂
の
項
目
の
日
記
︵﹃
実
種
公
記
﹄
︶
最
後
の
年
次
が
天
明
三
年
︵
一
七
八
三
︶
で

あ
る
の
で
︑
記
録
さ
れ
た
の
は
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
以
前
に
記
録
し
︑
天
明
三
年
ま
で
補
筆
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
︵
実
種
は
薨
去
し
た
寛
政
十
三
年
︵
一
八
〇
一
︶
ま
で
の
日
記
を
遺
し
て
い
る
︶︒
天
明
三
年
当
時
は
︑
三
十
歳
︑
権
大
納
言
で
あ
っ

た
︒こ

の
史
料
に
よ
っ
て
︑
少
な
く
と
も
天
明
三
年
︵
一
七
八
三
︶
頃
︑
今
出
川
実
種
が
把
握
し
て
い
た
﹃
公
規
公
記
﹄
の
伝
存
状
況
が
知

ら
れ
る
︒
現
在
確
認
で
き
る
﹃
公
規
公
記
﹄
と
の
対
応
関
係
を
表

に
示
す
︵
前
掲
表

の
番
号
に
従
っ
た
︶︒

3

2
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記
載
年
次
が
ほ
ぼ
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ

う(

)

︒
実
種
は
︑﹃
公
規
公
記
﹄
を
書
写
し
た
だ
け
で
な
く
︑

5菊
亭
家
に
伝
存
す
る
歴
代
当
主
の
日
記
を
調
査
し
︑
そ
の

年
次
の
記
録
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

五
︑
今
出
川
実
種
に
よ
る
蔵
書
整
理

伝
来
し
た
歴
代
当
主
の
日
記
の
年
次
を
記
録
し
︵﹃
︹
書

簡
目
録
︺﹄︶︑﹃
公
規
公
記
﹄
を
書
写
し
た
第
二
十
一
代
当

主
今
出
川
実
種
は
︑
宝
暦
四
年
︵
一
七
五
四
︶︑
西
園
寺

公
晃
︵
一
七
〇
二
～
七
〇
︶
の
男
と
し
て
誕
生
︑
同
十
年

︵
一
七
六
〇
︶
七
歳
で
今
出
川
公
言
︵
一
七
三
八
～
七
六
︶

の
猶
子
と
な
っ
た
︒
次
に
略
年
譜
を
示
す
︒

宝
暦
一
〇
年
︵
一
七
六
〇
︶︻

七

歳
︼
従
五
位
下

一
一
年
︵
一
七
六
一
︶︻

八

歳
︼
従
五
位
上
︑

侍
従

一
二
年
︵
一
七
六
二
︶︻

九

歳
︼
正
五
位
下

一
三
年
︵
一
七
六
三
︶︻
一
〇
歳
︼
従
四
位
下
︑

元
服
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対応
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表 3 専大本『〔書簡目録〕』（『公規公記』部分)

万治+年2

万治%年1
6

内 容年代順順序

53・54

52？

50

48

46・47

39〜45

38

33〜37？

23〜31

20〜22

寛文*年83

―

(冊

寛文,年92

(冊

寛文'年105

(冊

装訂 書写者未詳

(冊

寛文+年510

(巻

(巻

寛文+年64

(巻

(冊寛文)年79

(冊

(冊

52？

39〜42

%・)・*

(

―

1662

万治)年38 1661

1660

寛文%年47

1659

―――

1671

1667

1666

1665

1664

1663

1663

1702元禄15年1412

(巻？年号不知？1

＊「順序」は『〔書簡目録〕』の記載順を表す。この表では、年代順に改めた。

＊「対応」は、「表�『公規公記』伝存状況」の通し番号による。

＊「〜37？」とするのは、専大本（④）の年次未詳の記事が、寛文�年であるか未詳のため。

＊「50？」とするのは、公規自筆であるか未確定なため。

＊「52？」とするのは、東大史本（徳大寺家本）⑫が日次記ではないため。

＊「延宝�年」とあるのは、「�年」であれば東大史本（徳大寺家本）⑬もしくは⑭に該当するか。

＊「元禄15年」は公規没後の年号であり、あるいは次代の当主伊季の日記の誤入か。

1673寛文13年1214

1674延宝%年1313

*・,・'月

日次

日次（延宝+年？）

日次

四季

〜(月'日

四季

*〜12月

四季（12月欠）

&月〜

〜&月

,・'・10月

〜*月

四季

四季

12月

48

46・47

43〜45

38

33〜37?

23〜32

20〜22

15〜19

,〜14

+〜*

実種書写

23〜32

20〜22

15〜19

公規自筆

＊『公規公記』以外の日記の誤入か

(53・54)

50？

48

39〜42



明
和

元
年
︵
一
七
六
四
︶︻
一
一
歳
︼
従
四
位
上
︑
左
権
少
将

二
年
︵
一
七
六
五
︶︻
一
二
歳
︼
正
四
位
下
︑
右
権
中
将

三
年
︵
一
七
六
六
︶︻
一
三
歳
︼
右
中
将
︑
従
三
位

安
永

三
年
︵
一
七
七
四
︶︻
二
一
歳
︼
権
中
納
言

四
年
︵
一
七
七
五
︶︻
二
二
歳
︼
従
二
位
︑
権
大
納
言

六
年
︵
一
七
七
七
︶︻
二
四
歳
︼
正
二
位

寛
政
一
〇
年
︵
一
七
九
八
︶︻
四
五
歳
︼
内
大
臣
︵
翌
年
辞
す
︶

一
二
年
︵
一
八
〇
〇
︶︻
四
七
歳
︼
従
一
位

享
和

元
年
︵
一
八
〇
一
︶︻
四
八
歳
︼
薨

ま
た
実
種
は
︑
菊
亭
家
伝
来
の
文
書
・
典
籍
の
目
録
も
遺
し
て
い
る
︒
専
修
大
学
図
書
館
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
中
の
︑
二
種
の
古
目
録
の
う

ち
の
一
つ
﹃︹
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
︺﹄︵
整
理
番
号
一
一
一
三
︒
第
八
函
〇
二
一
︒
目
録
①
︶
で
あ
る
︒
こ
の
目
録
に
つ
い
て
は
か
つ
て

拙
稿
で
紹
介
し
た
が(

)

︑
簡
略
に
書
誌
お
よ
び
内
容
を
示
す
︒
外
題
・
内
題
と
も
に
な
し
︒
横
本
︑
縦
一
二
・
三
糎
︑
横
一
七
・
二
糎
︒
袋

6

綴
︒
写
本
︒
墨
付
四
六
丁
︒
奥
書
等
な
し
︒
収
載
数
は
︑
文
書
・
典
籍
合
わ
せ
て
の
べ
九
一
一
点
で
あ
る
︒﹁
安
永
三
九
十
八
﹂︵
安
永
三

年
︵
一
七
七
四
︶
九
月
十
八
日
︶
と
い
う
注
記
が
︑
目
録
中
で
確
認
で
き
る
最
下
限
の
年
紀
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
こ
の
年
以
降
に
記
録

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
記
載
書
物
の
成
立
時
期
と
照
ら
し
て
も
齟
齬
を
き
た
さ
な
い
︶︒﹁
安
永
三
年
﹂
と
い
う
年
次
と
史
料
の
筆
跡
か

ら
︑
こ
の
目
録
を
記
録
し
た
の
は
実
種
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︵
安
永
三
年
当
時
は
二
十
一
歳
︑
権
中
納
言
︶︒
つ
ま
り
こ
の
目
録
は
︑

実
種
が
安
永
三
年
頃
に
︑
家
に
伝
わ
る
蔵
書
の
実
態
を
調
査
・
整
理
し
︑
記
録
し
た
も
の
と
言
え
る
︒
現
在
︑﹁
菊
亭
文
庫
﹂
も
し
く
は

﹁
菊
亭
家
旧
蔵
書
﹂
と
し
て
伝
わ
る
文
書
・
典
籍
の
多
く
が
こ
の
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
十
八
世
紀
後
半
の
菊
亭
家
の
蔵
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書
の
様
相
を
示
す
記
録
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
蔵
書
の
す
べ
て
が
記
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
漢
籍
・
物
語
・
和

歌
と
い
っ
た
文
学
関
係
の
書
物
や
︑
歴
代
当
主
の
日
記
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
前
述
し
た
﹃︹
書
簡
目

録
︺﹄
が
歴
代
当
主
の
日
記
に
特
化
し
た
目
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
内
容
・
目
的
・
所
蔵
場
所
等
の
別
で
︑
複
数
の
目
録
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
︒

菊
亭
家
伝
来
の
歴
代
当
主
の
日
記
の
年
次
を
記
録
し
た
﹃︹
書
簡
目
録
︺﹄︑
文
書
・
典
籍
の
﹃︹
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
︺﹄
と
い
っ
た
二

種
の
目
録
作
成
か
ら
︑
今
出
川
実
種
の
︑
蔵
書
に
対
す
る
強
い
思
い
入
れ
が
浮
か
び
上
が
る
︒
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
と
︑﹃
公
規
公
記
﹄

の
書
写
は
同
じ
目
的
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
︒

六
︑
今
出
川
実
種
の
﹃
公
規
公
記
﹄
書
写
の
目
的

実
種
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
﹃
公
規
公
記
﹄
を
書
写
し
た
の
か
考
え
る
際
︑
前
掲
表

︑
番
号
(
*
～
+
%
の
寛
文
二
年
︑
寛
文
三
年

2

条
に
︑
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
の
公
規
自
筆
本
と
︑
専
大
本
の
実
種
書
写
本
︑
さ
ら
に
︑
番
号
)
&
の
寛
文
七
年
条
に
︑
京
大
本
の

公
規
自
筆
本
と
︑
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
の
実
種
書
写
本
の
二
種
伝
わ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
実
種
に
よ
る
副
本
作
成

に
よ
る
重
複
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か(

)

︒
7

な
お
︑
専
大
本
は
綴
じ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
︑
本
来
隠
れ
て
見
え
な
い
は
ず
の
喉
の
部
分
に
記
さ
れ
た
丁
付
が
見
え
る
が
︑
②
の
九
丁

表
﹁
九
﹂
と
い
う
丁
付
の
下
に
﹁
安
永
五
五
廿
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
安
永
五
年
︵
一
七
七
六
︶
五
月
二
十
日
﹂
を
指
す
と
考
え
ら
れ
︑

実
種
の
書
写
年
次
を
示
す
可
能
性
と
し
て
注
目
さ
れ
る
︒
前
述
の
﹃︹
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
︺﹄
に
記
さ
れ
る
最
下
限
の
年
次
が
﹁
安
永
三

年
︵
一
七
七
四
︶﹂
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
こ
の
頃
実
種
が
︑
積
極
的
に
伝
来
の
文
書
・
典
籍
を
整
理
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
︵
な
お
︑﹃
実
種
公
記
﹄
安
永
五
年
五
月
二
十
日
条
に
は
︑
書
写
に
関
す
る
記
述
は
な
い
︶︒
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西
園
寺
公
晃
の
末
子
と
し
て
生
ま
れ
た
実
種
は
︑
宝
暦
十
年
︵
一
七
六
〇
︶︑
七
歳
の
時
に
菊
亭
家
の
猶
子
と
な
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
菊

亭
家
の
先
代
当
主
今
出
川
公
言
が
︑
竹
内
式
部
︵
一
七
一
二
～
六
七
︶
の
尊
王
思
想
に
影
響
を
受
け
て
王
政
復
古
を
試
み
る
も
失
敗
︑
二

十
三
歳
の
若
さ
で
出
家
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
宝
暦
事
件
﹂
に
よ
る
措
置
で
あ
る
︒
事
件
が
暗
い
影
を
落
と
す
中
で
︑

菊
亭
家
の
行
く
末
を
委
ね
ら
れ
た
実
種
は
︑
周
囲
の
大
き
な
期
待
の
中
︑
家
存
続
の
重
任
を
担
っ
た
の
で
あ
る
︒

菊
亭
家
の
蔵
書
整
理
を
し
て
﹃︹
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
︺﹄
を
記
し
た
の
が
安
永
三
年
︵
一
七
七
四
︶
二
十
一
歳
頃
︑﹃
公
規
公
記
﹄
を

書
写
し
た
の
が
安
永
五
年
︵
一
七
七
六
︶
二
十
三
歳
頃
︑
菊
亭
家
歴
代
当
主
の
日
記
の
伝
存
状
況
を
調
査
し
て
﹃︹
書
簡
目
録
︺﹄
を
記
し

た
の
が
天
明
三
年
︵
一
七
八
三
︶
三
十
歳
頃
で
あ
る
︒
こ
の
頃
の
実
種
は
︑
正
三
位
右
中
将
か
ら
︑
従
二
位
権
中
納
言
︑
正
二
位
権
大
納

言
と
順
調
に
官
位
を
昇
進
さ
せ
て
い
た
︒
実
種
は
︑
菊
亭
家
歴
代
当
主
の
日
記
を
朝
儀
の
際
に
参
考
に
す
る
た
め
披
見
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
実
種
が
受
け
継
い
だ
蔵
書
は
︑
必
ず
し
も
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
東
大
史

本
︵
徳
大
寺
家
本
︶﹃
公
規
公
記
﹄
に
は
︑
⑤
と
⑥
︵
寛
文
五
年
︶
の
よ
う
に
︑
記
録
す
る
年
月
日
が
同
一
で
あ
っ
て
も
内
容
が
異
な
る

も
の
が
存
在
す
る
︒
⑥
は
実
種
の
筆
で
あ
る
が
︑
京
大
本
の
公
規
自
筆
本
の
写
し
で
は
な
い
︒
外
題
が
付
さ
れ
て
い
な
い
別
人
の
日
記

を
︑
そ
の
記
載
年
次
か
ら
﹃
公
規
公
記
﹄
と
誤
認
し
て
書
写
し
た
可
能
性
が
あ
る(

)

︒
さ
ら
に
︑
実
種
の
手
に
な
る
﹃︹
書
簡
目
録
︺﹄
の

8

﹁
公
規
公
御
記
﹂
の
日
次
記
の
箇
所
に
は
︑﹁
元
禄
一
五
年
﹂
と
あ
り
︑
公
規
に
よ
る
元
禄
十
五
年
︵
一
七
〇
二
︶
の
日
次
記
が
存
在
す
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
︑
元
禄
十
五
年
は
公
規
没
後
の
年
号
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
次
代
の
当
主
伊
季
の
日
次
記
の
誤
入
と
も
考
え
ら
れ

る
︒
こ
う
し
た
誤
認
は
︑
書
物
に
正
し
い
外
題
が
付
さ
れ
︑
蔵
書
が
整
理
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
れ
ば
起
こ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
菊
亭

家
の
蔵
書
が
実
種
の
代
に
未
整
理
の
状
態
で
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
︒

実
種
は
︑
未
整
理
の
状
態
で
伝
わ
っ
た
蔵
書
の
整
理
に
着
手
し
て
目
録
を
作
成
し
︵﹃︹
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
︺﹄︶︑
歴
代
当
主
の
日
記

の
伝
存
状
況
を
調
査
︑
年
次
を
記
録
︵﹃︹
書
簡
目
録
︺﹄︶
し
た
上
で
副
本
を
作
成
︵
実
種
筆
﹃
公
規
公
記
﹄︶
し
た
︒
官
位
を
上
げ
る
に
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と
も
な
い
︑
公
卿
と
し
て
︑
さ
ら
に
は
菊
亭
家
当
主
と
し
て
の
自
覚
と
矜
持
も
高
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
れ
が
彼
を
蔵
書
整
理
と
書
写

活
動
へ
と
駆
り
立
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

京
都
大
学
付
属
図
書
館
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
の
中
の
︑﹃
迎
陽
記
﹄︵
菊
・
ケ
,
︶
の
表
紙
に
は
︑
外
題
と
は
別
筆
の
﹁
応
永
五
年
︿
四
季
／

夏
欠
﹀
六
年
︿
夏
秋
﹀
八
年
︿
秋
﹀﹂
と
い
う
補
記
が
あ
る
︒
同
様
に
︑﹃
御
即
位
記
﹄︵
菊
・
コ
(
%
︶
に
は
﹁
資
宣
卿
記
︿
正
元
々
年

十
二
月
﹀﹂
と
い
う
補
記
︑﹃
御
即
位
部
類
記
﹄︵
菊
・
コ
%
1
︶
に
は
﹁
仁
治
三
年
﹂﹁
経
高
卿
記

経
光
卿
記
／
定
嗣
卿
記

師
兼
記
﹂

と
い
う
補
記
︑﹃
即
位
次
第
﹄︵
菊
・
巻
,
'
︶
に
は
﹁
貞
和
之
度
﹂
と
い
う
補
記
︑﹃
成
柄
﹄︵
菊
・
巻
'
*
︶
に
は
﹁
康
正
二
年
三
月
廿

九
日
﹂
と
い
う
補
記
︑﹃
伏
見
院
御
出
家
記
﹄︵
菊
・
フ
*
︶
に
は
﹁
岡
本
関
白
記
﹂
と
い
う
補
記
が
あ
る
︒
こ
の
表
紙
の
補
記
は
︑
そ
の

筆
跡
か
ら
実
種
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
も
史
料
の
内
容
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
︑
実
種
が
伝
来
の
蔵
書
の
実
態
を

把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
︒
蔵
書
整
理
の
一
環
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
蔵
書
を
自
身
の
た
め
︑
さ
ら
に

は
︑
参
看
し
や
す
い
状
態
で
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
強
い
意
思
の
表
れ
と
も
言
え
る
︒
蔵
書
を
守
る
だ
け
で
な
く
︑
積
極
的
に
活
用
す

る
と
と
も
に
︑
有
用
な
状
態
で
次
世
代
へ
と
引
き
継
ぐ
こ
と
が
当
主
と
し
て
の
責
務
で
あ
り
︑﹁
蔵
書
﹂
の
有
効
活
用
と
継
承
こ
そ
が
︑

﹁
菊
亭
家
﹂
の
存
在
意
義
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
実
種
が
十
七
歳
か
ら
亡
く
な
る
四
十
八
歳
ま
で
記
し
た
日
記
﹃
実
種
公
記
﹄
の
自
筆
本
︵
冊
子
本
︶
は
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
に
計
三
十
九
冊
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︵
四
一
七
三
︱
一
〇
九
・
徳
大
寺
家
本
︱
四
一
︱
二
三
︱
一
～
三
八(

)

︶
︑
そ
の
独
特
の
筆
跡
は
別
に

9

し
て
も
︑
書
物
の
体
裁
は
統
一
さ
れ
て
お
り
︑
整
っ
て
い
る
印
象
が
あ
る
︒
各
冊
の
表
紙
に
は
︑
記
載
す
る
年
次
︑
名
前
お
よ
び
官
職
・

年
齢
を
明
記
し
て
お
り
︑
自
身
の
参
照
の
便
も
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑﹃
公
規
公
記
﹄
を
は
じ
め
と
し
た
先
祖
の
日
記
を
参
看
す

る
際
に
味
わ
っ
た
自
ら
と
同
じ
苦
労
を
さ
せ
ま
い
と
す
る
︑
子
孫
に
対
す
る
心
遣
い
す
ら
感
じ
ら
れ
る
︒

実
種
は
︑
歴
代
当
主
の
日
記
お
よ
び
様
々
な
史
料
の
書
写
本
だ
け
で
な
く
︑
自
ら
が
物
し
た
記
録
等
︑
現
在
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
と
し
て
伝
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わ
る
数
多
く
の
文
書
・
典
籍
も
遺
し
て
い
る(

)

︒
こ
う
し
た
功
績
か
ら
︑
江
戸
期
ま
で
の
菊
亭
家
歴
代
当
主
二
十
四
名
の
中
で
﹁
菊
亭
文

10

庫
﹂
の
形
成
と
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
人
物
と
言
え
る
︒

｢菊
亭
文
庫
﹂
だ
け
で
な
く
︑
こ
う
し
た
蔵
書
群
や
古
典
籍
︑
史
料
が
今
遺
る
の
も
︑
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
︑
先
人
達
の
た
ゆ
ま
ぬ

努
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
︒
今
出
川
実
種
の
蔵
書
整
理
と
書
写
活
動
は
︑
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒

注︵
(
︶
拙
稿
﹁
今
出
川
公
規
と
禁
裏
の
楽
器
・
楽
書
に
つ
い
て
︱
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹃
公
規
公
記
﹄
の
記
事
か
ら
︱
﹂︵﹃
日
本
音
楽
史

と
説
話
・
伝
承
﹄︵
仮
︶︑
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
一
年
刊
行
予
定
︶︒

︵
%
︶
田
中
暁
龍
﹁﹃
菊
亭
文
書
﹄
に
み
る
江
戸
前
期
の
朝
廷
の
法
度
に
つ
い
て
﹂
︵﹃
桜
美
林
論
集
﹄
第
三
六
号
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
︶

に
よ
る
︒

︵
+
︶
拙
稿
︑
注
︵
(
︶
の
ほ
か
︑﹁
上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
﹃
禁
裏
御
文
庫
楽
書
并
御
楽
器
之
目
録
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
二

〇
〇
六
～
二
〇
〇
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
︵
Ｂ
︶﹁
中
世
後
期
禁
裏
本
の
復
元
的
研
究
﹂
研
究
成
果
報
告
書
︶
で

述
べ
た
︒

︵
)
︶
東
大
史
本
︵
謄
写
本
︶
は
︑
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
⑭
の
錯
簡
部
分
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
あ
る
い
は
東

大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
を
書
写
し
た
も
の
か
︒
東
大
史
本
︵
謄
写
本
︶
に
﹁
右
公
規
公
記
／
侯
爵
菊
亭
公
長
氏
蔵
本
明
治
四
十

二
年
七
月
謄
写
﹂
と
い
う
書
写
奥
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶
は
︑
明
治
四
十
二
年
︵
一
九
〇
九
︶
の
段

階
で
は
菊
亭
家
の
蔵
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
︒

︵
*
︶
東
大
史
本
︵
徳
大
寺
家
本
︶﹃
公
規
公
記
﹄
の
⑩
は
︑﹃︹
書
簡
目
録
︺﹄
の
﹁
同
︵
寛
文
︶
十
一
年
︿
四
季
﹀
一
冊
﹂
に
該
当
し
︑
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⑪
は
該
当
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
あ
る
い
は
︑
実
種
の
代
以
降
に
︑﹃
公
規
公
記
﹄
と
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な

い
︒

︵
,
︶﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
解
題
な
ら
び
に
翻
刻
︵
一
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
七
六
号
︑
二
〇
〇
五
年
一
月
︶
︑

﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
解
題
な
ら
び
に
翻
刻
︵
二
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
七
七
号
︑
二
〇
〇
五
年
九
月
︶
︑

﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
解
題
な
ら
び
に
翻
刻
︵
三
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
七
八
号
︑
二
〇
〇
六
年
一
月
︶
︑

﹁
専
修
大
学
図
書
館
蔵
﹁
菊
亭
文
庫
蔵
書
目
録
﹂
書
名
索
引
︵
稿
︶﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
第
八
〇
号
︑
二
〇
〇
七
年
一
月
︶︒

︵
'
︶
た
だ
し
︑
表
+
に
示
し
た
よ
う
に
︑
現
存
本
で
は
公
規
自
筆
本
と
実
種
書
写
本
が
す
べ
て
対
応
関
係
に
は
な
ら
な
い
︒

︵
&
︶
⑤
の
副
本
に
つ
い
て
は
︑
実
種
筆
で
は
な
い
︒
実
種
以
外
の
人
物
に
よ
る
﹃
公
規
公
記
﹄
書
写
に
つ
い
て
の
詳
細
は
未
詳
で
あ

る
︒

︵
-
︶﹃
実
種
公
記
﹄
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
今
後
調
査
予
定
で
あ
る
が
︑﹃
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
﹄
第
六
三
集
﹁
山
城
国
京
都
清
水
谷

家
文
書
目
録
﹂︵
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
︑
一
九
九
六
年
三
月
︶
に
よ
る
と
︑﹁
安
永
八
年
︵
一
七
七
九
︶
正
月
か
ら
同
一
〇

年
三
月
ま
で
の
今
出
川
実
種
の
自
筆
日
記
三
冊
︵
史
料
番
号
五
七
︶﹂
が
あ
る
と
い
い
︑
合
わ
せ
て
調
査
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

る
︒

︵

︶
実
種
の
書
写
本
と
し
て
は
︑
京
都
大
学
付
属
図
書
館
﹁
菊
亭
文
庫
﹂
に
︑
安
永
九
年
︵
一
七
八
〇
︶
夏
書
写
の
﹃
坊
槐
記
﹄

10

︵
菊
・
ホ
&
︶︑
同
年
十
一
月
一
日
書
写
の
﹃
荒
凉
記
﹄︵
菊
・
コ
*
(
︶︑﹃
口
筆
﹄︵
菊
・
ク
'
︶
な
ど
が
あ
る
︵
時
に
二
十
七

歳
︶︒
遺
し
た
史
料
と
し
て
は
︑﹃
江
次
第
﹄﹃
小
右
記
﹄﹃
中
右
記
﹄﹃
愚
昧
記
﹄﹃
万
一
記
﹄﹃
薩
戒
記
﹄﹃
業
資
王
記
﹄﹃
玉
蘂
﹄

﹃
園
太
暦
﹄
か
ら
の
抜
書
き
﹃
国
郡
卜
定
部
類
﹄︵
菊
・
コ
+
︶
や
︑
天
明
七
年
︵
一
七
八
七
︶
十
一
月
四
日
に
記
し
た
﹃
江
記
﹄

﹃
心
日
御
記
﹄︵﹃
御
伏
見
院
御
記
﹄︶
か
ら
の
抜
書
き
﹃
大
嘗
会
記
﹄︵
菊
・
タ
+
︶
も
あ
る
︵
時
に
三
十
四
歳
︶︒
ま
た
︑
専
修
大
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学
中
世
古
文
書
研
究
会
が
紹
介
し
た
︵﹁
専
修
大
学
図
書
館
所
蔵
菊
亭
文
庫
﹃
消
息
之
部
﹄
室
町
幕
府
関
係
文
書
の
翻
刻
﹂﹃
専
修

史
学
﹄
第
四
六
号
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
︶︑
鎌
倉
期
か
ら
江
戸
中
期
ま
で
の
約
一
二
〇
点
以
上
の
文
書
を
謄
写
し
た
史
料
で
あ
る

﹃
消
息
之
部
・
勅
書
文
書
等
﹄︵
菊
亭
文
庫
一
一
〇
〇
︒
第
八
函
〇
〇
九
︶
も
そ
の
筆
跡
か
ら
実
種
筆
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
実

種
に
よ
る
公
規
以
外
の
歴
代
当
主
の
日
記
の
書
写
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

︵
付
記
︶
本
稿
は
︑
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
基
盤
研
究
(Ｂ
)︶﹁
古
典
籍
の
書
写
と
書
写
環
境
の
相
関
性
に
関
す
る

総
合
的
研
究
﹂︵
代
表
者
・
武
井
和
人
︶
第
五
回
研
究
会
︽
古
典
籍
を
め
ぐ
る
諸
問
題
︾
︵
二
〇
一
一
年
八
月
二
十
六
日
︵
金
︶︑
於
：
埼

玉
大
学
・
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
レ
ッ
ジ
︶
に
お
け
る
発
表
を
成
稿
し
た
も
の
で
す
︒
席
上
︑
ご
教
示
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
︒

ま
た
︑
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
︑﹃
公
規
公
記
﹄
の
閲
覧
・
複
写
を
ご
許
可
下
さ
い
ま
し
た
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
︑
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
︑
専
修
大
学
図
書
館
︑
な
ら
び
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
﹃
公
規
公
記
﹄︵
謄
写
本
︶
の
複
写
を
ご
許
可
下
さ
い
ま
し
た
原

蔵
者
の
後
裔
︑
志
賀
賢
子
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

な
お
本
稿
は
︑
二
〇
一
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶﹁
菊
亭
家
と
そ
の
蔵
書
に
関
す
る
研
究
﹂
に
お
け
る
成
果
の
一

部
で
も
あ
り
ま
す
︒

47 江戸期の菊亭家当主の日記『公規公記』について


